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～従業員向けの情報も満載です。　事業所内にて御回覧下さい～
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新入会員を募集中！！新入会員を募集中！！

正しい税知
識を身につ

けたい。

もっと積極
的な経営を

めざした
い。

社会のお役
にたちた

い。

そんな経営者の皆様を
支援する全国組織、それが法人会です。
随時、新入会員を募集しておりますので、
ぜひ、お知り合いの企業がございましたら、
ご紹介お願いいたします。

郡山法人会事務局（ＴＥＬ：０２４－９３３－７７７７）
詳しくは事務局又は、ホームページで！ 郡山法人会
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税務署からのお知らせ
～チャットボットの運用開始について～

税務署ニュース



東北税理士会郡山支部
税理士 平川　亮

税のミニ通信 その配当、理解して行っていますか？
同族会社で配当を行っている会社は少ない
　職業柄、いろんな同族会社の決算書を見る機会がありますが、配当を実施している会社
は意外にも１割もありません。逆にその希少な配当を実施している会社の社長に理由を尋
ねますと、毎年出しているからとか、税理士に指導されたからとか特段の理由がないこと
が多いのが現実です。
　では、なぜ配当を実施している会社は少ないのでしょうか？理由は２つあります。
①配当を実施しても単に現金が減るだけで法人税等が安くならない
②相続・贈与の際の株式の評価額が高くなる
　では、それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。

配当よりも役員給与の方がおトク
　配当は、税引前当期利益から法人税等を支払った後の税引後当期利益から支払います。したがって、配当を払っ
ても法人税は１円も安くなりません。それに比べて、役員給与は損金算入できますので、税引前当期利益がその分
減りますので、法人税等も減ることになります。
　中小企業の同族会社は、概ね株主＝役員のことが多いため、もらう方から見ると配当（配当所得）でもらっても
役員給与（給与所得）でもらってもどちらも総合課税ですので、概ね所得税等は変わりません。※
　したがって、もらう側が同じであれば、支払う側の会社は法人税等が安くなる役員給与を選択した方がトクなの
です。

※配当所得には配当控除が、給与所得には給与所得控除があり、給与が増えれば社会保険料も増える場合もあり
ますので、所得税等は完全に同じではありません。

平成２９年１月１日以降は、配当を実施している会社の株価は以前より高くなります！
　財産評価基本通達の改正により平成２９年１月１日以降の相続・贈与等に関する非上場株式の評価方法が見直
され、類似業種比準価額の３つの比準要素の割合が、下記のように変更になったため、配当の株価への影響割合
が1/5から1/3に増えたため、配当を実施している会社の株価が以前に比べて高くなります。

　さらに、類似業種比準価額の計算上、配当は直前２期に支払った配当金の平均値をとりますので、２年連続で無
配当にしなければ上記算式の「１株当たりの配当」はゼロにはなりません。したがって、現在配当を毎年行っている
会社は定時株主総会後であれば３回決算を待たなければ、株価は完全には下がりませんので、事業承継対策等を
行う場合には時間を要することになりスムーズな承継に釘を刺すことになりかねません。

法 人 こ お り や ま 第510号（3）      令和2年12月1日

【改正前】

類似業種の
　株価 ×

1株当たりの配当 1株当たりの利益 1株当たり簿価純資産＋ ＋3

5

×

×

　類似業種の
1株当たりの配当

　類似業種の
1株当たりの利益

　類似業種の
1株当たり簿価純資産

斟酌率
0.7 （大会社）
0.6 （中会社）
0.5 （小会社）

【改正後】

類似業種の
　株価 ×

1株当たりの配当 1株当たりの利益 1株当たり簿価純資産＋ ＋

3

×

×

　類似業種の
1株当たりの配当

　類似業種の
1株当たりの利益

　類似業種の
1株当たり簿価純資産

斟酌率
0.7 （大会社）
0.6 （中会社）
0.5 （小会社）
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　調査官は調査対象の喫茶店に臨場し、さっそく責任者に当店のコーヒーはドリップ方式か、サイフォン方式かの

確認を始めました。ドリップ方式とのことなので、まずコーヒーを点てている現場を見せてもらうことにしました。

これを業界では「現場確認」といいます。ちょうど点てるところだったので、それを見ながら調査官は矢継ぎ早に質

問をしています。

 

調査官　当店ではコーヒーの粉１㎏当たり、何杯のコーヒーを淹れていますか？
責任者　約１００杯というところですね。
調査官　金属のやぐらを組んで、ろ紙を上に巻き、コーヒーの粉をその中に入れて
　　　　熱湯を注ぐ方法ですか。通称ドリップバケツで受けるのですよね？

責任者　その通りです。詳しいですね。
調査官　閉店時間にコーヒーが余ってしまった場合はどうされますか？
責任者　廃棄処分にしています。
調査官　そうですか。以前、他の喫茶店に調査に伺った際に、翌日に沸かし直して流用しているのが一般的だと
　　　　聞いたことがあるのですが？

責任者　・・・・・。
 

　調査官は使ったドリップバケツを持って来てもらいました。よく見るとドリップバケツの内側に渋のような線が

くっきり残っています。毎日、同じ分量をとっているので跡がついているのです。実際に計測してみたところ、コー

ヒーの粉１㎏から約１４０杯がとれました。開差は約４０杯、単価が５００円とすれば１回分のドリップで約２万円の売上

計上もれが想定されます。１日何回ドリップしているかで、コーヒーに関する売上計上もれの概算が把握できるこ

とが分かりました。

　余談ですが、淹れたてのコーヒーと沸かし直しのコーヒーの見分け方があるのをご存じですか。淹れたての場

合、ミルクをコーヒーカップの縁に沿って流してみると、表面に薄い膜ができてミルクは沈みません。沸かし直しは

ドボンと落ちます。

　調査官は別の日の開店直後にこの喫茶店に入店し、これを行っていましたが、ミルクはすぐに落ちました。

　以上の事実を責任者に説明し、売上計上もれの事実を認めるよう根気よく説得したところ、根拠がここまで明

白なことから観念し、売上除外のすべてを調査官に話したそうです。周到な事前準備と徹底した実態確認の成果

が実を結んだ事案でした。

　ちなみに、現金商売の調査の場合、帳簿調査だけでは実態を把握するのが難しいので、レジの管理状況等を営

業時間帯や曜日ごとに観察するために客として店舗に臨場し、時間をかけて情報収集を行うのが必須となってい

ます。

　「特定の時間帯だけ色違いの売上伝票を使用していたが、この色違いの売上伝票は破棄されており、実地調査

の段階では現物が無かった」という事例も実際にありました。

 

実践 税務調査 業態の確認 ／ 喫茶店❷
税理士　牧野 義博
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　11月6日、郡山税務署担当官を講師に迎え、「税務研修会」を郡山市労働福祉会館で
開催した。当日は検温や三密を避けた会場設営等、新型コロナウイルス感染症の感染
防止を考慮し、実施した。
　講義では、令和2年分の年末調整に係る主な改正事項及び留意事項、令和3年の源
泉徴収事務・法定調書を提出する際の留意事項について説明した。

税務研修会税務研修会
　11月16日、令和2年度の納税表彰授与（法人会
関係）が郡山法人会館で行われ、長年申告納税制
度の普及や発展に努め納税思想の高揚に顕著な
功績を挙げた功労者を称えた。当会より、赤塚英
夫副会長が仙台国税局長表彰、小川則雄副会長、
鈴木幸雄副会長が郡山税務署長表彰を受賞した。
また、仙台国税局長表彰租税教育推進校等に当
会が選ばれ、感謝状を受けた。
　同日、税の啓発、租税教育の一環として、クリアファイル贈呈を行った。法人会キャラクター・けんたくんがデザインされ
たクリアファイル1、550部を郡山税務署小笠原忠署長に手渡した。税に関する作文に応募した、中学生および高校生全員
に記念品として配付される。

納税表彰・クリアファイル贈呈納税表彰・クリアファイル贈呈

　11月10日、青年部会「小学生の税
に関する標語」、女性部会「小学生の
税に関する絵はがきコンクール」の合
同表彰式をホテルハマツで開催した。
　小学生に税についての理解を深め
てもらうため実施。標語は16回目、絵
はがきは11回目の実施となる。
　標語の最優秀賞に村上大介さんの
作品が輝いた。
　標語は16校から521点の応募が
あった。
　受賞者は次のとおりです。（敬称略）
　
※税に関する絵はがき入賞作品は
　12ページに掲載

税に関するコンクール
表彰式 開催

税に関するコンクール
表彰式 開催

　日頃は当会運営に格別のご協力を賜り厚く御礼申し上げます。
　さて、毎年1月下旬に開催の「新春講演会」、「新春賀詞交歓会」は新型コロ
ナウイルス感染症が拡大している状況を鑑み、今年度は中止といたします。
　皆さまの健康面・安全面を第一に考慮した結果でございますので、何とぞ
ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
　このような状況が長引いて、先が見えない現状でございますが、一日も
早い新型コロナウイルス感染症の終息と地域経済活動が循環されることを
ご祈念申し上げます。

事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ

　本年3月に開催予定だった、令和元年度経営塾最終例会を11月11日に郡山ビューホ
テルアネックスで行った。講師に（一社）異性間コミュニケーション協会トップ認定講師
の渡辺久美子氏を招き、「異性間ビジネスコミュニケーション」と題し、講義いただいた。
　初めに、動物診断チェックシートを使い、自分は男性脳・女性脳どちらなのかチェック
した。男性脳は理屈が大事で成功を実現するために組織を作り作戦を練りアタックす
ることが向いている。女性脳は感情が大事で協力して周囲に注意しながら正しい知識
で確実に成果を得ることが向いている。また、男女で違うコミュニケーションの特徴と
して男性は伝達し合うこと（情報重視）、女性は共感し合うこと（気持ち重視）を特徴と
して挙げ、女性には共感することが大切だと伝えた。
　最後に職場での世代別コミュニケーションの取り方として、「違いを受け入れ個を活
かす。1人の人間として向き合うことがスタートラインであり、上司からの歩み寄りが
大切。社長の成長×社員の成長＝会社の成長に繋がる」と話した。
　終了後の懇談会では、伊野勝彦会長より1人ずつ修了証書が手渡され、和やかに交
流を深めた。

令和元年度「経営塾」 最終例会開催令和元年度「経営塾」 最終例会開催
税務研修会

経営塾最終例会

修了証書を手にする幕田直前塾頭（右）と
伊野会長

新型コロナウイルス
中小企業に関連する施策等リンク集
当会ホームページでは、税務情報、労務関係、新型コロ
ナウイルス感染に関する支援情報を掲載しております
ので、ご覧いただきお役立ていただければと思います。

【リンク先URL】
http://www.zenkokuhojinkai.or.jp
　　　　　　/links/covid19-links.html

納税表彰 左から
鈴木幸雄副会長、赤塚英夫副会長
小笠原忠署長、伊野勝彦会長

小川則雄副会長

小笠原署長（右）に
クリアファイルを手渡す

伊野会長

◆ 最優秀賞（1名）
 小原田小学校6年 村上 大介 「税金は優れた社会の開拓者」
◆ 優 秀 賞（3名）
 小原田小学校6年 佐々木 優伍 「よく知ろう未来をつなぐ税のこと」
 小泉小学校6年 橋本 紗希 「税金はみんなの笑顔守り隊」
 開成小学校6年 板橋 美徳 「初めてのおつかい今日から納税者」
◆ 郡山税務署長賞（1名）
 永盛小学校6年 舘 　陽稀 「納税は私もできる助け合い」
◆ 郡山法人会長賞（1名）
 大島小学校6年 柏原 希咲 「納税で笑顔の未来切りひらく」
◆ 郡山法人会青年部会長賞（1名）
 安積第一小学校6年 車田 万穂 「コロナ禍で暮らしを支えるみんなの税」
◆ 金　賞（3名）
 高倉小学校6年 栁内 優良 「納税で輝く社会へ道ひらく」
 大槻小学校6年 君島 華蓮 「税金は知らない所で大活躍」
 小原田小学校5年 富田 京介 「税を知り暮らしのための納税を」

小学生の税に関する標語 入賞作品
小学生の税に関する標語
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　このような状況が長引いて、先が見えない現状でございますが、一日も
早い新型コロナウイルス感染症の終息と地域経済活動が循環されることを
ご祈念申し上げます。

事務局よりお知らせ事務局よりお知らせ

　本年3月に開催予定だった、令和元年度経営塾最終例会を11月11日に郡山ビューホ
テルアネックスで行った。講師に（一社）異性間コミュニケーション協会トップ認定講師
の渡辺久美子氏を招き、「異性間ビジネスコミュニケーション」と題し、講義いただいた。
　初めに、動物診断チェックシートを使い、自分は男性脳・女性脳どちらなのかチェック
した。男性脳は理屈が大事で成功を実現するために組織を作り作戦を練りアタックす
ることが向いている。女性脳は感情が大事で協力して周囲に注意しながら正しい知識
で確実に成果を得ることが向いている。また、男女で違うコミュニケーションの特徴と
して男性は伝達し合うこと（情報重視）、女性は共感し合うこと（気持ち重視）を特徴と
して挙げ、女性には共感することが大切だと伝えた。
　最後に職場での世代別コミュニケーションの取り方として、「違いを受け入れ個を活
かす。1人の人間として向き合うことがスタートラインであり、上司からの歩み寄りが
大切。社長の成長×社員の成長＝会社の成長に繋がる」と話した。
　終了後の懇談会では、伊野勝彦会長より1人ずつ修了証書が手渡され、和やかに交
流を深めた。

令和元年度「経営塾」 最終例会開催令和元年度「経営塾」 最終例会開催
税務研修会

経営塾最終例会

修了証書を手にする幕田直前塾頭（右）と
伊野会長

新型コロナウイルス
中小企業に関連する施策等リンク集
当会ホームページでは、税務情報、労務関係、新型コロ
ナウイルス感染に関する支援情報を掲載しております
ので、ご覧いただきお役立ていただければと思います。

【リンク先URL】
http://www.zenkokuhojinkai.or.jp
　　　　　　/links/covid19-links.html

納税表彰 左から
鈴木幸雄副会長、赤塚英夫副会長
小笠原忠署長、伊野勝彦会長

小川則雄副会長

小笠原署長（右）に
クリアファイルを手渡す

伊野会長

◆ 最優秀賞（1名）
 小原田小学校6年 村上 大介 「税金は優れた社会の開拓者」
◆ 優 秀 賞（3名）
 小原田小学校6年 佐々木 優伍 「よく知ろう未来をつなぐ税のこと」
 小泉小学校6年 橋本 紗希 「税金はみんなの笑顔守り隊」
 開成小学校6年 板橋 美徳 「初めてのおつかい今日から納税者」
◆ 郡山税務署長賞（1名）
 永盛小学校6年 舘 　陽稀 「納税は私もできる助け合い」
◆ 郡山法人会長賞（1名）
 大島小学校6年 柏原 希咲 「納税で笑顔の未来切りひらく」
◆ 郡山法人会青年部会長賞（1名）
 安積第一小学校6年 車田 万穂 「コロナ禍で暮らしを支えるみんなの税」
◆ 金　賞（3名）
 高倉小学校6年 栁内 優良 「納税で輝く社会へ道ひらく」
 大槻小学校6年 君島 華蓮 「税金は知らない所で大活躍」
 小原田小学校5年 富田 京介 「税を知り暮らしのための納税を」

小学生の税に関する標語 入賞作品
小学生の税に関する標語
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　11月10日、青年部会「小学生の税に関する標語」、女性部会「小学生の税に関する
絵はがきコンクール」の合同表彰式をホテルハマツで開催した。
　小学生に税についての理解と感心を深めてもらうため実施。標語は16回目、絵はが
きは11回目となる。
　絵はがきの最優秀賞に中尾実歩さんの作品が輝いた。絵はがきは25校から576点
の応募があった。受賞者は次のとおりです。（敬称略）

税に関するコンクール表彰式 開催税に関するコンクール表彰式 開催 小学生の税に関する絵はがきコンクール

小学生の税に関する絵はがきコンクール入賞作品

宮城小学校6年 中尾 実歩

◆ 優秀賞◆ 最優秀賞

宮城小学校6年 藤田 瑚雪 安積第三小学校6年 郡司 ひなた

安積第三小学校6年
光本 さくら 大槻小学校6年 君島 華蓮永盛小学校6年 茅原 優衣

沢石小学校6年
佐久間 愛留

◆ 郡山税務署長賞

行健小学校6年 星 修一郎

◆ 郡山法人会長賞

宮城小学校6年 横田 愛結

◆ 郡山法人会 女性部会長賞

大島小学校6年 柳沼 灯

税に関するコンクール表彰式

◆ 金賞

たくさんの
ご応募
ありがとう
ございます！

（順不同）


